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大分港は基幹産業が数多く立地し，多くの企業が各地を結ぶ原材料や製品等の輸送拠点とし

て活用し国内の幹線物流の拠点として重要な役割を果たしている．大分港（大在西地区）は，

大規模震災時における，これらの幹線貨物の輸送機能の確保とともに，海上からの緊急物資の

輸送など円滑な災害支援・救護活動を図れるよう耐震強化岸壁として，港湾計画に位置付けら

れた．本稿は，耐震強化岸壁として必要な耐震性能を満たすため，耐震設計を行った，大分港

（大在西地区）の事例について報告するものである． 
 

キーワード 耐震強化岸壁，地盤改良，CDM工法，地震応答解析 
 
 

1. はじめに 
 

 大分港は瀬戸内海の西端，別府湾の中央に位置し古く

は南蛮貿易港として栄え，ポルトガルや明と交易を行っ

ていた．現在，大分港（図-1）は東西約 23km の臨海部

に石油コンビナートや製鉄所，発電所等の基幹産業が数

多く立地する国内有数の臨海工業地帯となり，多くの企

業が原材料や製品等の輸送拠点として利用している．ま

た，本州各地と東九州を結ぶRORO船（図-2）が就航し

ており，国内の幹線物流の拠点として重要な役割を果た

している． 
その一方で，大分市は別府港から西部にかけて別府－

万年山断層帯をはじめとした活断層が点在していること

など，地震に対する不安も大きい地域である．このよう 図-2 荷役作業中の RORO船 

図-1 大分港航空写真 
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な背景からも，大規模地震が発生した直後においても海

上からの緊急物資輸送など円滑な災害支援・救護活動が

図れるよう，大在西地区に耐震強化岸壁（水深 9m）

（図-3）が港湾計画に位置付けられた（令和元年 11 月，

港湾計画一部変更）．本報告は，大分港大在西地区に新

設される耐震強化岸壁 2バース（460m）のうち 1バース

（240m）を設計するものである． 
なお，本岸壁の平常時においては，近年大分港で増便

しているRORO船が利用する計画となっており，今回の

整備により，バース（係留施設）不足や水深不足，ふ頭

用地不足による非効率な荷役活動を解消する目的もある．  

 

2. 設計計画 
 
（1） 耐震強化岸壁の設計フロー 
 耐震強化岸壁の設計フローを図-4 に示す．まず設定

された条件に基づいて断面諸元の仮定を行う．仮定した

断面で，永続・変動状態における安定性照査を行い，安

定性が確認された場合に，偶発状態における安定性照査

（二次元 FEM 有効応力解析）を行う．永続・変動状態，

偶発状態どちらでも安定性が確認されるまでこれを繰り

返し，最終的な基本断面を決定していく． 

 

 （2） 設計条件 
 本設計の設計条件を表-1 に示す．また，本設計対象

施設は耐震強化施設【緊急物資輸送対応（標準）及び幹

線貨物輸送対応（特定）】として設計するものである． 

 
（3）  緊急物資輸送対応（標準）と幹線貨物輸送対応

（特定）について 
緊急物資輸送対応（標準）とは，大規模災害等による

被災時であっても応急復旧により緊急物資輸送が可能な

係留施設であり，想定される最大規模の地震直後の速や

かな応急復旧により 7日程度でその機能を応急的に復旧

されることが求められる．一方，幹線貨物輸送対応（特

定）は，大規模地震等による被災時にあっても構造的な

安定が保たれ，速やか（短期間の後）に，船舶の利用及

び幹線貨物の荷役を行えることが求められる． 
 
（4） レベル 2 地震による残留水平変位量の限界値

（性能規定）について 
 本設計対象施設が被災した場合においても耐震強化施

設としての性能を満足できるよう被災後の修復性につい

て検討する． 
緊急物資輸送対応（標準）におけるレベル 2地震によ

る残留水平変位量の限界値は，過去の震災時の実績にお

表-1 設計条件一覧 

 

図-4 耐震強化岸壁の設計フロー 

図-3 大分港（設計対象箇所）航空写真 
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いて，地震により岸壁法線に生じる変位が，海側に向か

って最大 2m 程度以内の変位であれば，それに伴う岸壁

法線に凹凸相対変位（岸壁法線の凹凸）が生じても，係

船した実績がある．海側に向かって最大 2m 程度以上の

変位になると，船舶が平常時より海側寄りや岸壁法線に

対して平面的に無理に傾いて接岸・係留せざるを得ず，

船舶の接岸・係船に問題が生じてしまい，地震後の利用

が困難となる（図-5）． 
また，緊急物資輸送対応（標準）の残留水平変位量の

限界値（2.0m程度）であれば，緊急物資輸送対応のため

の復旧で岸壁とエプロンとの段差は埋め戻すことで，通

常荷役のトレーラー等も利用可能となる． 
一方で，幹線貨物輸送対応（特定）はレベル 2地震に

よる残留水平変位量の限界値は，港湾の施設の技術上の

基準・同解説（2018年）にも定められていないが，大分

港大在西地区の場合には平常時の利用対象船舶が RORO
船であることから，図-2 のように船舶から岸壁へ傾斜

路を降ろし，トレーラー等の車両が問題なく走行できれ

ば本来の機能を発揮できる．  
よって，大在西地区の耐震強化岸壁は，緊急物資輸送

対応（標準）としての残留水平変形量の限界値（2.0m程

度）を満足できれば，幹線貨物輸送対応（特定）として

の機能も満足できるものとした． 
 

（5） 対象地震動の設定について 
 大分港のサイト増幅特性及び地震動については，大分

港内の近隣地区である「西大分地区」で既に設定された

ものがあるため，常時微動観測により設計対象箇所に適

用できるかを判断する．常時微動観測とは，図-6 のよ

うに，地震が発生していない状態の遠くの海の波，風の

振動，人の振動，工場・車の振動などによって起こされ

る，一般には感じることができないほどの小さなレベル

の地盤の振動のことである．常時微動観測結果を基にし

たH/Vスペクトルのピーク周波数と，サイト増幅特性の

ピーク周波数を比較することで他地区のサイト増幅特性

を適用できるかどうか判断することができる． 
大在西地区での常時微動観測結果を基にしたH/Vスペ

クトルと，大分港西大分地区のサイト増幅特性を図-7

に示す．その結果，どちらのピーク周波数もほぼ一致し

ていたことから，本設計対象箇所に用いるサイト増幅特

性は西大分地区のサイト増幅特性を用いることが可能で

あるとした． 
レベル 2地震動は，2014年に西大分地区のサイト増幅

特性を用いて既に算定された地震動（湯布院断層帯東部

地震（内陸型），南海地震（海溝型），M6.5 直下型地

震）があるためそれをそのまま適用することとした． 

 

図-7 西大分地区のサイト増幅特性と 

大在西地区の常時微動観測結果 

図-6 常時微動観測のイメージ 

 

図-5 岸壁に変位が生じた場合の 

係船のイメージ 
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（6） 地盤条件について 
大在西地区で 2018 年及び令和元年に行われた土質調

査のボーリング位置を図-8 に，土質成層図を図-9 に示

す．土質成層図によると，既設護岸背後にはシルト砂質

土（Fcs）が厚く堆積している．より安全な設計を行う

ため，土層モデルを設定する際には，2次元FEM有効応

力解析プログラムである FLIP を用いてレベル２地震時

の過剰間隙水圧の上昇程度を解析し，検討した（図-

10）．その結果，設計対象箇所の砂質土（As2）は過剰

間隙水圧の上昇程度が比較的低いことが分かったため，

円弧すべり等の安定性が低くなる粘性土（Ac1，Ac2）
を厚く設定することにより，安全側の設計とした．検討

した土質モデル図を図-11に示す． 

 

図-9 土質成層図 

 

(a)法線方向の成層図 

(b)法線に対して垂直方向の成層図 

図-11 土層モデル図 

 

図-10 過剰間隙水圧の解析結果 

 

 

図-8 ボーリング位置図 
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（7） レベル１地震動の液状化判定 
土質調査結果をもとに，1 次元の地震応答解析により

レベル 1地震動における液状化の予想・判定（等価N値

および等価加速度による判定）を行ったところ，シルト

砂質土（Fcs）が液状化する判定となった． 
 
3. 構造形式の選定 
 
（1） 構造形式 
 構造形式の選定にあたっては，一般的な構造である重

力式，矢板式，桟橋（図-12）を比較し経済性，施工性

等に優れる構造形式を設定し，検討を行った． 
矢板式に関しては，主働崩壊面に存在するシルト砂質

土（Fcs）に対する液状化対策工事が必要になることと，

深い土層に弱い砂層があり矢板の規格が増大し，変位量

を抑えるために控工周辺の地盤改良も必要となったため

に経済性で不利となる結果となった． 
桟橋に関しても，主働崩壊面に存在するシルト砂質土

（Fcs）に対する液状化対策工事が必要になることと，

矢板式と同様に弱い砂層によって杭の規格が大きくなり，

既設部（土留部）の変位量を抑えるため地盤改良が必要

となったため，こちらも経済性で不利となる結果となっ

た． 
重力式では，構造安定上必要な範囲にシルト砂質土

（Fcs）が入らないため，液状化対策の工事を行う必要

が無く他案より経済性で優位であり，また，鋼構造物と

違い維持管理も比較的容易であることからも矢板式，桟

橋に比べ優れているため，本設計対象施設では重力式の

RCケーソンを構造形式として選定した．
 

 

（2） 地盤改良 
選定した重力式（RC ケーソン）構造は，主働崩壊面

の液状化対策工事は必要ないが，構造物直下を地盤改良

しない場合，偏心傾斜（基礎工の安定）及び円弧すべり

が安定しないことが分かったため，地盤改良工法を選定

する． 

a） 地盤改良工法の選定 

設計対象箇所では，環境上の制約がないため，地盤改

良工法として一般的なサンドコンパクション工法（SCP
工法）と深層混合処理工法（CDM 工法）の 2 工法を比

較，検討した結果，図-13 より CDM 工法の方が，地盤

改良単価は高価であるが，施工性，経済性に優れていた

ことから，CDM工法を採用することにした． 

b） CDM工法について 

改良深度は，偏心傾斜や，円弧すべりに対応するため

の永続・変動状態での必要範囲として，深度は DL-20m
程度（As2 層に着底）までとし，幅は基礎捨石の下端部

の長さまでとした． 
改良形式については，図-14 のように種類があるが，

偏心傾斜及び円弧すべりで安定させる場合には，ブロッ

ク式，壁式，接円式（接円ラップ），格子式が挙げられ

る．２次元 FEM 有効応力解析プログラムにて内部応力

(a) 重力式(RCケーソン) (b) 矢板式(控え式矢板) (c) 桟橋(RC桟橋) 

図-12 構造形式 

図-13 地盤改良工法の比較 

図-14 CDM工法改良形式1) 
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の照査をしたところ，経済性が比較的高い格子式，壁式

では内部安定が満足せず，ブロック式と接円式（接円ラ

ップ）では，接円式（接円ラップ）の方が経済性が高く，

性能を満足したため，接円式（接円ラップ）を採用する

こととした.  

 
4. 安定性照査 
 
（1） 安定性照査（永続・変動状態） 
 性能規定等に基づき，設定した重力式（RC ケーソン）

の構造形式に構造上必要最低限の CDM 改良を実施した

断面で，永続・変動状態の安定性の照査を実施し，性能

が満足することを確認した．  
 
（2） 安定性照査（偶発状態） 
 永続状態及び変動状態の安定性照査を満足した改

良断面において，耐震性能を確認するため，レベル

2 地震動を用いて 2 次元 FEM 有効応力解析プログラ

ム FLIP により解析を実施し，耐震性照査（動的解

析）を行った．その結果を図-15，表-2に示す．岸壁

天端に多少の残留水平変形量は生じるものの，3 つ

全ての地震動（湯布院断層帯東部地震（内陸型），南

海地震（海溝型），M6.5 直下型地震）において，レベ

ル 2 地震動による残留水平変位量の限界値（残留水

平変形量）が 2.0m 以下となり，性能規定を十分に

満足する結果が得られた．従って，図-16 で示した改

良断面を本設計の基本断面として決定した． 

 
5. おわりに 
 
 今回の設計対象施設は，耐震強化岸壁の幹線貨物

輸送対応（特定）と緊急物資輸送対応（標準）の 2
つの規定が設定されており，それら 2 つの規定の性

能を満足する必要があった．その結果，水平変位量

については緊急物資輸送対応（標準）の規定を，地

震後の復旧作業については幹線貨物輸送対応（特定）

の規定を用いることで両方の規定を満足できるとし

た． 
 大規模地震の発生する可能性が高まり耐震強化岸

壁の整備が急がれつつある昨今，大分港の大在西地

区に今回設計された耐震強化岸壁が完成することで

海上からの緊急物資の輸送など円滑な災害支援・救

護活動を図れるようになればと考える． 
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図-16 基本断面図 

図-15 偶発状態照査結果 

（湯布院断層帯東部（内陸）型） 

表-2 解析結果一覧 

 


